【様式10】保有資格技術者調書
[bookmark: _GoBack]資料閲覧申込書

　　　年　　　月　　　日

飯田市長　　様

「令和９～１８年度飯田市下水道処理施設包括的維持管理業務委託」に関する資料閲覧について、以下のとおり申し込みます。
また、資料閲覧で入手した資料（データ）は、本委託に関する検討にのみ使用し、貴市の承諾を得ることなく、第三者にこれを使用させたり、又は内容を提示しないことを誓約します。

	会社名
	

	担当者氏名
	

	連絡先
（メールアドレス）
	

	電話番号
	

	FAX番号
	

	希望日時
（複数の候補日時を記載すること）
	

	閲覧希望資料

	


注1）資料閲覧の日時は、申込者の希望日時を踏まえて委託者から通知する。委託者の職員が立ち会う予定のため、申込者の希望に添えない場合がある。
注2）閲覧希望資料については、申込者の希望に添えない場合がある。
注3）欄が足りない場合は、本様式に準じて適宜追加すること。
注4）共同企業体の場合は、会社名の欄に共同企業体名を記載すること。
【様式2】資料閲覧申込書

参加申込書

　　　年　　　月　　　日

飯田市長　　様
商号又は名称
所在地
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

下記業務の企画提案書に基づく選定について関心がありますので、必要な書類を添付して参加を申し込みます。
[bookmark: _Hlk210163884]なお、本書及び参加資格審査申請書ならびに添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

記
１．対象業務
[bookmark: _Hlk200717915](1)名称　令和９～１８年度飯田市下水道処理施設包括的維持管理業務委託
(2)履行期限 　　令和１９年　３月３１日

２．公示日　　　　令和　７年１１月　７日


【様式3】参加申込書

参加資格審査申請書（単独企業用）

　　　年　　　月　　　日

飯田市長　　様
商号又は名称
所在地
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

「令和９～１８年度飯田市下水道処理施設包括的維持管理業務委託」に係る公募型プロポーザルへの参加資格の確認のために、必要書類を添付して申請します。
なお、募集要項等に定められた参加資格要件を満たしていること、提出書類の記載事項及び添付資料のすべての記載事項が事実と相違ないことを誓約します。

記
１．添付書類
①登記簿謄本
②定款
③会社概要
④営業所表（様式6）
⑤業者登録確認書類
⑥下水道処理施設の維持管理業務の実施実績（様式7）
⑦下水道ストックマネジメント計画策定業務の実施実績（様式8）
⑧配置予定技術者調書（様式9）
⑨保有資格技術者調書（様式10）
⑩上記のデータを格納したCD-R

２．担当者連絡先
	氏名
	

	所属・役職
	

	メールアドレス
	

	電話番号
	



【様式4-1】参加資格審査申請書（単独企業用）

参加資格審査申請書（共同企業体用）

　　　年　　　月　　　日

飯田市長　　様
［代表企業］
商号又は名称
所在地
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

「令和９～１８年度飯田市下水道処理施設包括的維持管理業務委託」に係る公募型プロポーザルへの参加資格の確認のために、必要書類を添付して申請します。
なお、募集要項等に定められた参加資格要件を満たしていること、提出書類の記載事項及び添付資料のすべての記載事項が事実と相違ないことを誓約します。

１．添付書類
①共同企業体に関する協定書（様式5-1または様式5-2）
②登記簿謄本
③定款
④会社概要
⑤営業所表（様式6）
⑥業者登録確認書類
⑦下水道処理施設の維持管理業務の実施実績（様式7）
⑧下水道ストックマネジメント計画策定業務の実施実績（様式8）
⑨配置予定技術者調書（様式9）
⑩保有資格技術者調書（様式10）
⑪上記のデータを格納したCD-R

２．担当者連絡先
	氏名
	

	所属・役職
	

	メールアドレス
	

	電話番号
	





３．共同企業体の構成
	共同企業体の名称
	



	代表企業の名称
	

	所在地
	

	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	主な担当業務
	



	構成企業の名称
	

	所在地
	

	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	主な担当業務
	



	構成企業の名称
	

	所在地
	

	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	主な担当業務
	



	構成企業の名称
	

	所在地
	

	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	主な担当業務
	


※記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を複製して追加すること。

【様式4-2】参加資格審査申請書（共同企業体用）

共同企業体に関する協定書

（目的）
第1条　当共同企業体は、次の業務を共同連携して行うことを目的とする。
1　令和９～１８年度飯田市下水道処理施設包括的維持管理業務委託（当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「委託」という。）の受託
2　前号に附帯する業務
（名称）
第2条　当共同企業体は、○○○○共同企業体（以下、「企業体」という。）と称する。
（事務所の所在地）
第3条　当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
（成立の時期及び解散の時期）
第4条　当企業体は、令和○年○○月○○日に成立し、業務の委託契約の履行後３ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2　業務を受託することができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該委託に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
（構成企業の住所及び名称）
第5条　共同企業体の構成企業は、次のとおりとする。
所在地　○○県○○市○○町○○番地
会社名　○○株式会社
所在地　○○県○○市○○町○○番地
会社名　○○株式会社
所在地　○○県○○市○○町○○番地
会社名　○○株式会社
（代表企業の名称）
第6条　当企業体は、○○株式会社を代表企業とする。
（代表企業の権限）
第７条　当企業体の代表企業は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにしたうえで、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
（分担業務）
第8条　各構成企業の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○○の○○業務 ○○株式会社
○○○の○○業務 ○○株式会社
2　前項に規定する分担業務の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるところによるものとする
（運営委員会）
第9条　当企業体は、構成企業全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。
（構成企業の責任）
第10条　構成企業は、運営委員会が決定した業務計画によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
（取引金融機関）
第11条　当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
（構成企業の必要経費の分配）
第12条　構成企業はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
（共通費用の分担）
第13条　本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成企業の分担額を決定するものとする。
（構成企業の相互間の責任の分担）
第14条　構成企業がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成企業がこれを負担するものとする。
2　構成企業が他の構成企業に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成企業が協議するものとする。
3　前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4　前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する構成企業の責任を免れるものではない。
（権利義務の譲渡の制限）
第15条　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
（業務途中における構成企業の脱退）
第16条　構成企業は、当企業体の業務を完了する日までは脱退することはできない。
（業務途中における構成企業の破産又は解散に対する処置）
第17条　構成企業のうちいずれかが委託途中において破産法に定める破産手続開始の決定がなされた場合又は会社法に定める特別清算手続開始の決定がなされた場合においては、委託者の承認を得て、残存構成企業が共同連帯して当該構成企業の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成企業全員及び委託者の承認を得て、新たな構成企業を当該企業体に加入させ、当該構成企業を加えた構成企業が共同連帯して破産手続又は特別清算手続を開始した構成企業の分担業務を完了するものとする。
2　前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
（解散後の契約不適合に対する構成企業の責任）
第18条　当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成企業は共同連帯してその責に任ずるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第19条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

○○株式会社外○社は、上記のとおり○○○○共同企業体の協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成企業が記名捺印し、各自所持するものとする。


　　　年　　　月　　　日

（応募者）○○○○共同企業体
代表企業
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
（代表者）代表取締役　　○○　○○　　印

構成企業
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
（代表者）代表取締役　　○○　○○　　印

構成企業
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
（代表者）代表取締役　　○○　○○　　印


【様式5-1】共同企業体に関する協定書（乙型）


共同企業体に関する協定書

（目的）
第1条　当共同企業体は、次の業務を共同連携して行うことを目的とする。
1　令和９～１８年度飯田市下水道処理施設包括的維持管理業務委託（当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「委託」という。）の受託
2　前号に附帯する業務
（名称）
第2条　当共同企業体は、○○○○共同企業体（以下、「企業体」という。）と称する。
（事務所の所在地）
第3条　当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
（成立の時期及び解散の時期）
第4条　当企業体は、令和○年○○月○○日に成立し、業務の委託契約の履行後３ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2　業務を受託することができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該委託に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
（構成企業の住所及び名称）
第5条　共同企業体の構成企業は、次のとおりとする。
所在地　○○県○○市○○町○○番地
会社名　○○株式会社
所在地　○○県○○市○○町○○番地
会社名　○○株式会社
所在地　○○県○○市○○町○○番地
会社名　○○株式会社
（代表企業の名称）
第6条　当企業体は、○○株式会社を代表企業とする。
（代表企業の権限）
第７条　当企業体の代表企業は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにしたうえで、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
（分担業務）
第8条　各構成企業の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○株式会社　○○%
○○株式会社　○○%
2　金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成企業が協議して評価するものとする。
（運営委員会）
第9条　当企業体は、構成企業全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。
（構成企業の責任）
第10条　構成企業は、運営委員会が決定した業務計画によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
（取引金融機関）
第11条　当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
（構成企業の必要経費の分配）
第12条　構成企業はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより（又は、第８条に規定する出資の割合により）必要な経費の分配を受けるものとする。
（共通費用の分担）
第13条　本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、第８条に規定する出資の割合により運営委員会において、各構成企業の分担額を決定するものとする。
（構成企業の相互間の責任の分担）
第14条　構成企業がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成企業がこれを負担するものとする。
2　構成企業が他の構成企業に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成企業が協議するものとする。
3　前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4　前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する構成企業の責任を免れるものではない。
（権利義務の譲渡の制限）
第15条　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
（業務途中における構成企業の脱退）
第16条　構成企業は、委託者及び構成企業全員の承認が無ければ、当企業体の業務を完了する日までは脱退することはできない。
2　構成企業のうち業務途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成企業が共同連帯して業務を履行する。
3　第１項の規定により構成企業のうち脱退した者があるときは、残存構成企業の出資割合は、脱退構成企業が脱退前に有していたところの出資割合を、残存構成企業が有している出資割合により分配し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。
4　脱退した構成企業の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。但し、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成企業の出資金から構成企業が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除して金額を返還するものとする。
5　決算の結果、利益を生じた場合においては、脱退構成企業には利益金の配当は行わない。
（構成企業の除名）
第16条の２　当企業体は、構成企業のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成企業全員及び委託者の承認により当該構成企業を除名することができるものとする。
2　前項の場合において、除名した構成企業に対してその旨を通知しなければならない。
3　第１項の規定により構成企業が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用するものとする。
（業務途中における構成企業の破産又は解散に対する処置）
第17条　構成企業のうちいずれかが委託途中において破産法に定める破産手続開始の決定がなされた場合又は会社法に定める特別清算手続開始の決定がなされた場合においては、委託者の承認を得て、残存構成企業が共同連帯して当該構成企業の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成企業全員及び委託者の承認を得て、新たな構成企業を当該企業体に加入させ、当該構成企業を加えた構成企業が共同連帯して破産手続又は特別清算手続を開始した構成企業の分担業務を完了するものとする。
2　前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
（解散後の契約不適合に対する構成企業の責任）
第18条　当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成企業は共同連帯してその責に任ずるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第19条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

○○株式会社外○社は、上記のとおり○○○○共同企業体の協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成企業が記名捺印し、各自所持するものとする。




　　　年　　　月　　　日

（応募者）○○○○共同企業体
代表企業
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
（代表者）代表取締役　　○○　○○　　印

構成企業
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
（代表者）代表取締役　　○○　○○　　印

構成企業
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
（代表者）代表取締役　　○○　○○　　印



【様式5-2】共同企業体に関する協定書（甲型）

	商号又は名称
	○○株式会社

	営　業　所

	名称
	所在地
	電話番号及びFAX番号

	（長野県内又は飯田市内の支店・本店・営業所）


























	
	


※共同企業体の場合は構成企業ごとに区分し記入すること。

【様式6】営業所表

	商号又は名称
	○○株式会社


※共同企業体の場合は構成企業ごとに様式を複製して記入すること。

	過去10年間（平成２７年４月１日以降）の類似業務実施件数
	（元請）　　　件、（下請）　　　件



	業務分類
（例：下水道処理施設運転管理業務）
	
	

	業務名
	
	

	発注機関
	
	

	契約金額
	
	

	履行期間
	
	

	業務の概要
	
	

	技術的特徴
	
	


※代表的かつ最新の事例2件を上限に内容を記述すること。
※履行した実績を確認できる契約書の鑑の写しを添付すること。






【様式7】下水道処理施設の運転管理業務の実施実績

	商号又は名称
	○○株式会社


※共同企業体の場合は構成企業ごとに様式を複製して記入すること。

	過去10年間（平成２７年４月１日以降）の類似業務実施件数
	（元請）　　　件



	業務分類
（例：下水道ストックマネジメント計画）
	
	

	業務名
	
	

	発注機関
	
	

	契約金額
	
	

	履行期間
	
	

	業務の概要
	
	

	技術的特徴
	
	


※代表的かつ最新の事例2件を上限に内容を記述すること。
※履行した実績を確認できる契約書の鑑の写しを添付すること。
※元請けとしての業務を記入すること。なお、日本下水道事業団との委託契約によるものは、元請けとしての業務実績として認める。

【様式8】下水道ストックマネジメント計画策定業務の実施実績

配置予定技術者（統括管理責任者）の経歴、資格
	氏名：
	年齢：

	現所属・役職名：

	主な資格
　（資格名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　（取得年月）

	主な経歴
　（年度）　　（業務）　　　　　　　　　（担当）　　　　　　（発注者）

	業務経験年月数：
　（下水道施設）　　　年　　　月



配置予定技術者（副統括管理責任者）の経歴、資格
	氏名：
	年齢：

	現所属・役職名：

	主な資格
　（資格名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　（取得年月）

	主な経歴
　（年度）　　（業務）　　　　　　　　　（担当）　　　　　　（発注者）

	業務経験年月数：
　（下水道施設）　　　年　　　月





配置予定技術者（運転管理統括責任者）の経歴、資格
	氏名：
	年齢：

	現所属・役職名：

	主な資格
　（資格名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　（取得年月）

	主な経歴
　（年度）　　（業務）　　　　　　　　　（担当）　　　　　　（発注者）

	運転管理業務経験年月数：
　（下水道施設）　　　年　　　月

	居住地：（松尾浄化管理センターまで非常時において60分以内に出勤可能なことが判断できる程度の住所を記入すること）




配置予定技術者（運転管理副統括責任者）の経歴、資格
	氏名：
	年齢：

	現所属・役職名：

	主な資格
　（資格名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　（取得年月）

	主な経歴
　（年度）　　（業務）　　　　　　　　　（担当）　　　　　　（発注者）

	運転管理業務経験年月数：
　（下水道施設）　　　年　　　月

	居住地：（松尾浄化管理センターまで非常時において60分以内に出勤可能なことが判断できる程度の住所を記入すること）



配置予定技術者（計画策定業務 管理技術者）の経歴、資格
	氏名：
	年齢：

	現所属・役職名：

	主な資格
　（資格名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　（取得年月）

	主な経歴
　（年度）　　（業務）　　　　　　　　　（担当）　　　　　　（発注者）

	計画策定業務経験年月数：
　（下水道施設）　　　年　　　月





配置予定技術者（計画策定業務 照査技術者）の経歴、資格
	氏名：
	年齢：

	現所属・役職名：

	主な資格
　（資格名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　（取得年月）

	主な経歴
　（年度）　　（業務）　　　　　　　　　（担当）　　　　　　（発注者）

	計画策定業務経験年月数：
　（下水道施設）　　　年　　　月


【様式9】配置予定技術者調書

	（代表企業の保有資格技術者）

	商号又は名称：

	資格名
	有資格者数（人）
	本委託の従事者（人）

	下水道技術者（下水道法22条第2項に定める有資格者）
	
	

	危険物取扱者（乙種第四類以上）
	
	

	１級ボイラー技士
	
	

	２級ボイラー技士
	
	

	酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 技能講習修了者
	
	

	第３種電気主任技術者（上位資格含む）
	
	

	第２種電気工事士（上位資格含む）
	
	

	小型式移動クレーン運転技能講習修了者
	
	

	クレーン運転特別教育受講者
	
	

	玉掛け技能講習修了者
	
	

	特定化学物質等作業主任者 技能講習修了者
	
	

	毒物劇物取扱責任者
	
	

	技術士（上下水道部門―下水道）
	
	

	技術士（総合技術監理部門―下水道）
	
	

	RCCM（下水道）
	
	

	【その他、本委託の遂行に資する有資格者がある場合は以下に追記すること（最大５件まで）】
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






	（構成企業の保有資格技術者）

	商号又は名称：

	資格名
	有資格者数（人）
	本委託の従事者（人）

	下水道技術者（下水道法22条第2項に定める有資格者）
	
	

	危険物取扱者（乙種第四類以上）
	
	

	１級ボイラー技士
	
	

	２級ボイラー技士
	
	

	酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 技能講習修了者
	
	

	第３種電気主任技術者（上位資格含む）
	
	

	第２種電気工事士（上位資格含む）
	
	

	小型式移動クレーン運転技能講習修了者
	
	

	クレーン運転特別教育受講者
	
	

	玉掛け技能講習修了者
	
	

	特定化学物質等作業主任者 技能講習修了者
	
	

	毒物劇物取扱責任者
	
	

	技術士（上下水道部門―下水道）
	
	

	技術士（総合技術監理部門―下水道）
	
	

	RCCM（下水道）
	
	

	【その他、本委託の遂行に資する有資格者がある場合は以下に追記すること（最大５件まで）】
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	（構成企業の保有資格技術者）

	商号又は名称：

	資格名
	有資格者数（人）
	本委託の従事者（人）

	下水道技術者（下水道法22条第2項に定める有資格者）
	
	

	危険物取扱者（乙種第四類以上）
	
	

	１級ボイラー技士
	
	

	２級ボイラー技士
	
	

	酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 技能講習修了者
	
	

	第３種電気主任技術者（上位資格含む）
	
	

	第２種電気工事士（上位資格含む）
	
	

	小型式移動クレーン運転技能講習修了者
	
	

	クレーン運転特別教育受講者
	
	

	玉掛け技能講習修了者
	
	

	特定化学物質等作業主任者 技能講習修了者
	
	

	毒物劇物取扱責任者
	
	

	技術士（上下水道部門―下水道）
	
	

	技術士（総合技術監理部門―下水道）
	
	

	RCCM（下水道）
	
	

	【その他、本委託の遂行に資する有資格者がある場合は以下に追記すること（最大５件まで）】
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	（構成企業の保有資格技術者）

	商号又は名称：

	資格名
	有資格者数（人）
	本委託の従事者（人）

	下水道技術者（下水道法22条第2項に定める有資格者）
	
	

	危険物取扱者（乙種第四類以上）
	
	

	１級ボイラー技士
	
	

	２級ボイラー技士
	
	

	酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 技能講習修了者
	
	

	第３種電気主任技術者（上位資格含む）
	
	

	第２種電気工事士（上位資格含む）
	
	

	小型式移動クレーン運転技能講習修了者
	
	

	クレーン運転特別教育受講者
	
	

	玉掛け技能講習修了者
	
	

	特定化学物質等作業主任者 技能講習修了者
	
	

	毒物劇物取扱責任者
	
	

	技術士（上下水道部門―下水道）
	
	

	技術士（総合技術監理部門―下水道）
	
	

	RCCM（下水道）
	
	

	【その他、本委託の遂行に資する有資格者がある場合は以下に追記すること（最大５件まで）】
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



※様式が不足する場合は上表を複写して記入し提出すること
